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議  案  第 ５０号 

令和 ５年 ５月１６日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

専決処分の承認について 

 

姫路市市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法第１７９条第１項の規

定により、別紙のように専決処分したので、承認を得たい。 

地方自治法第１７９条第３項の規定により提出する。 
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専 決 第 １０号 

 

専 決 処 分 書 

                                       

地方自治法第１７９条第１項の規定により緊急を要するため、次のことについて専

決処分する。 

記 

   姫路市市税条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市市税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市市税条例の一部を改正する条例 

 姫路市市税条例（昭和２５年姫路市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

附則第１１条中「、第６３条又は第６４条」を「又は第６３条」に、「、第６３条

若しくは第６４条」を「若しくは第６３条」に改める。 

附則第１１条の２第３項中「附則第１５条第２６項第１号イ」を「附則第１５条第

２５項第１号イ」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２６項第１号ロ」を「附則

第１５条第２５項第１号ロ」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２６項第１号ハ

」を「附則第１５条第２５項第１号ハ」に改め、同条第６項中「附則第１５条第２６

項第１号ニ」を「附則第１５条第２５項第１号ニ」に改め、同条第７項中「附則第１

５条第２６項第２号イ」を「附則第１５条第２５項第２号イ」に改め、同条第８項中

「附則第１５条第２６項第２号ロ」を「附則第１５条第２５項第２号ロ」に改め、同

条第９項中「附則第１５条第２６項第２号ハ」を「附則第１５条第２５項第２号ハ」

に改め、同条第１０項中「附則第１５条第２６項第３号イ」を「附則第１５条第２５

項第３号イ」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第２６項第３号ロ」を「附則第

１５条第２５項第３号ロ」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第２６項第３号ハ

」を「附則第１５条第２５項第３号ハ」に改め、同条第１３項中「附則第１５条第２

９項」を「附則第１５条第２８項」に改め、同条第１４項中「附則第１５条第３３項
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」を「附則第１５条第３２項」に改め、同条第１５項中「附則第１５条第３４項」を

「附則第１５条第３３項」に改め、同条第１６項中「附則第１５条第３９項」を「附

則第１５条第３８項」に改め、同条第１８項を次のように改める。 

１８ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分

の１とする。 

附則第１１条の３第１２項を同条第１３項とし、同条第１１項中「附則第７条第１

３項」を「附則第７条第１７項」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１０項の

次に次の１項を加える。 

１１ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区分所有に係

る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マンションに

係る同項に規定する工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に施行規則附則第７条第１６項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 

⑴ 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法

人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

⑵ 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

⑶ 家屋の建築年月日及び登記年月日 

⑷ 当該工事が完了した年月日 

⑸ 当該工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場合には、３

月以内に提出することができなかった理由 

附則第２３条中「第１０項、第１４項から第１８項まで、第２０項、第２１項、第

２５項、第２８項、第３２項から第３６項まで、第３９項、第４０項若しくは第４４

項」を「第９項、第１３項から第１７項まで、第１９項、第２０項、第２４項、第２

７項、第３１項から第３５項まで、第３８項、第３９項、第４３項若しくは第４６項

」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の姫路市市税条例（次条に

おいて「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和５年度以後

の年度分の固定資産税について適用し、令和４年度分までの固定資産税については

、なお従前の例による。 

２ 令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの期間（以下この項において「適

用期間」という。）内に地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）

附則第１条第４号に掲げる規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）附則第６４条に規定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」

という。）が取得（同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をし

た同条に規定する特例対象資産（以下この項において「特例対象資産」という。）

（中小事業者等が、同条に規定するリース取引（以下この項において「リース取引

」という。）に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者

が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、

適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含

む。）に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和５年度以後の年度分の都市

計画税について適用し、令和４年度分までの都市計画税については、なお従前の例

による。 
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報  告  第 １０号  

令和 ５年 ５月１６日  

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

専決処分の報告について 

 

 市長の専決処分事項に関する条例第３号の規定に基づき、下記のとおり専決処分し

たので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

                  記 

専 決 第 ７ 号  

 

専 決 処 分 書 

市長の専決処分事項に関する条例第３号の規定に基づき、次のことについて専決処

分する。 

記 

   訴えの提起について 

１ 事件名  家屋明渡し等請求事件 

２ 当事者  原告 姫路市安田四丁目１番地 

            姫路市 

             代表者  市長 清元 秀泰 

       被告 姫路市豊沢町１２番地１ 

 

３ 住宅名 豊沢住宅 １棟 号（再開発住宅） 

４ 事件の概要 

上記の者は、再開発住宅の入居名義人であるが、度々の督促、催告にもかかわら

ず、長期にわたって再開発住宅の家賃を滞納している。このため、令和５年２月２

８日限りで契約を解除し、明渡しを求めたが、これに応じないため訴えを提起する
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ものである。   

５ 請求の要旨 

上記の者について、本件再開発住宅の明渡し並びに滞納家賃及び再開発住宅の明

渡し済みに至るまでの期間について、家賃相当額の２倍に相当する額の損害金の支

払を求める請求 
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報  告  第 １１号 

令和 ５年 ５月１６日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

専決処分の報告について 

 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、下記のとおり専決処分し

たので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

記 

専 決 第 ８ 号 

専 決 処 分 書 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、次のことについて専決処

分する。 

 

事 件 区 分 交通事故 

損害賠償額 １３１，７４７円 

事件の概要 

令和４年９月１３日１４時１０分頃、姫路市兼田３７９番４地先

の市道糸引１２号線において、本市軽貨物自動車と相手方普通自

動二輪車が衝突し、当該車両が損傷したもの 
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報  告  第 １２号 

令和 ５年  ５月１６日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰   

 

専決処分の報告について 

 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、下記のとおり専決処分し

たので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

記 

専 決 第 ９ 号 

専 決 処 分 書 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、次のことについて専決処

分する。 

 

事 件 区 分 交通事故 

損害賠償額 ６１１，８６１円 

事件の概要 

令和４年６月１６日１６時５０分頃、姫路市車崎一丁目７番１号地

先の市道高岡４４号線と市道高岡７５号線との交差点において、本

市軽貨物自動車と相手方普通乗用自動車が衝突し、当該車両に損害

を与えたもの 
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